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秋田県における豆腐類および原料大豆の遺伝子組換え体の検知状況

松渕亜希子 小林淑子 武藤倫子

秋田県における追伝子組換え食品の流通実態を把握する一殷として、県内で製造・販売されている豆腐顆、その原料

である大豆穀粒の逍伝子組換え体について調査した。

はじめに、秋田県内で製造・販売されている豆腐類48検体を購入し、定性 PCR法によるスクリーニング試験を行っ

た。その結果48検体中42検体が陽性であった。次に豆腐製造架者から大豆穀粒38検体の提供を受け、遺伝子組換え体の

混人率を求めたところ、すべて 5％以下であった。また IPハンドリングも適切に行われており、表示に関する問題は

なかった。

キーワード：遺伝子組換え食品、豆腐穎、大豆穀粒、ilも人率、 IPハンドリング

［ はじめに

近年、組換え DNA技術を応用した農作物とそのJJIlエ
食品（以下迫伝子組換え食品と略す）の開発や実用化が、

国際的に広がっている。日本においても研究・開発が行

われているが、食用作物の商業栽培までには至っていな

い。したがって、遺伝子組換え作物は国廂品ではなく輸

入品にみられるのが現状である。

遺伝子組換え作物は、厚生労働省による安全性審沓が

行われ認可されないと国内で流通することはできない。

現在、安全性審査を終了した遺伝子組換え作物は 6作物

61品種にのぼる！＇。安全性審査が義務化された平成 13年

度当初の 6作物35品種に比べて約 2倍の品種数であり、

今後も増加すると予想される。認可された作物（じゃが

いも、大豆、てんさい、とうもろこし、なたね、わた）

のうち、大豆、とうもろこし等は国内の自給率が非常に

低く、大部分が輸入に依存している。主要な輸人先はア

メリカ、カナダ等であり、これらの国々では迪伝子組換

え品種の作付け面積が増加傾向にある心これらの状況

から、辿伝子組換え食品は確実に身近なものになりつつ

あり、今後、より国民の食生活に浸透していくと考えら

れる。

大豆は日本型の食生活には欠かせない加工食品の1原料

であり、伝統的になじみが深い。日本での大豆の用途は

食用油用が全体の 8割を占め、残りの 2‘占11が食品用で豆

腐頬の用途が最も多い＇i＇。

そこで、県内における追伝子組換え食品の流通実態を

把握する一閑として、県内で製造されている大豆）101•今．食

品（」：に豆腐類）とその原料である大豆穀粒について、

逍伝子組換え体の含有状況を調査した。調脊は、安全性

審査が義務化された当時にいち早く認可され、現在、流

通の大半を占めているラウンドアップ・レディー大豆

(Roundup Ready Soybean 40-3-2系統、以下 RRSと略

す）について行ったc

II 方 法

1.豆腐類の定性 PCR法によるスクリーニング試験

l)試料

秋田県内で製造された大豆加工食品48検体について

調査した。内訳は、豆腐40検体（もめん豆腐33、絹ご

し豆町、充填豆腐 1、寄せ豆腐 2)、油揚げ額 l検

体、豆腐カステラ 6検体、おから 1検体の計48検体で

ある。

検体は平成15年 1月から 3月にかけて、秋田県内の

百貨店、スーバーマーケット等で購入した。購人した

検体の製造業者数は37業者で、同じ業者から複数の検

体を購人している場合がある。

2)試験方法

試験方法はJAS分析試験ハンドプック「遺伝子組

換え食品検査・分析マニュアル」°及び厚生労働省通

知「組換え DNA技術応用食品の検査方法について」 5)

に準拠し、定性 PCR法を用いて RRSの検知を行っ

た。

（］） 試薬

用いた試薬は、特級イソプロビルアルコール、特

級エタノール、 50xTAE緩衝液（以上和光純薬）、

DNA !111出キットQIAGE:'.'JGenomic-tip、 Protein-

aseK、RNase（以1-.QIAGEN)、AmpliTaqGold & 

lOxPCR Gold Buffer/Mg・Cl2 with dNTP (Applied 

Biosystems)、内在性辿伝子 Lel用プライマー・

Lel-n02、組換え逍伝子•RRS 用プライマー •RRS-01、
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陽性対象コントロールプラスミド（以l:NIPPON 

GENE)、Agarose103、lOObpDXA Ladder（以t

Takara)、エチジウムプロミド（フナコシ）であるc

水は超純水をオートクレープ処理したものを使用し

た。

(2) 検体の前処理と DNA溶液の調製

検体を乳鉢・乳棒で磨りつぶして均ーにした後、

DNA抽 出 キ ットQIAGENGenomic-tipにより

DNAを抽出した。得られた DNAIJH液を滅菌水で

希釈し、 260nm、280nmの各吸光度を測定したc

280nmに対する260nmの吸光度の比 (A260/A280)

から、 DNAの純度を求め、 PCRに使用できる判

であることを確認した。 260nmの吸光度から DNA

浪度を求め、 lOng/μ Lに調製し、 PCRの鋳刑と

して用いた。調製した DNA溶液は PCRに用いる

までは、ー20℃で保存した。

(3) PCR条件と RRSの検知

PCR反応液は 1反応当たり、各終浪度 (lxPCR

緩衝液、 dNTP0.2mmol/L、IVlgCl21.5mmol/L、

プライマー0.5μ mol/L、TaqDNAポリメラーゼ

0.625units、鋳型 DXAlng/μL)になるようilも合

して全i1i25μLとし、 PCRを行った。

反応条件は95℃で10分間反応後、 95℃30秒、 60℃

30秒、 72℃30秒を 1サイクルとして40サイクルを繰

り返し、次いで72℃で 1分間反応後、 4℃で冷却保

持した。使用した装置は PROGRAlv1 TEMP 

CONTROL SYSTEl¥・'lS PC-700（アクテック）で

ある。

PCR反応後、 4％アガロースゲルに PCR反応液

を付加し、 TAE緩衝液中、 100V定屯圧で屯氣泳

動を行った。次に、泳動後のゲルをエチジウムプロ

ミドで染色し、 UV照射装置上で観察し、写真撮影

を行っね陽性コントロールと同じ121bpの断片が

観察された場合に、 RRSを含有していると推察し

た。

また、内在性逍伝子 Lelの検矢IJも行い、 DNA抽

出や PCR反応に支障のないことを確認した。 48検

体すべてに Lelが検知されたc

2.大豆穀粒の定垣 PCR法による RRS混入率の算出

l)試料

秋田県内の豆腐製造業33業者から提供された大豆穀

粒38検体を調査した。複数の種類の）ゞ豆を配合してい

る業者もあり、その場合はすぺての種類の大豆、また

は配合済みの混ざった状態の大豆を提供してもらった。

33業者のうち、 29業者がスクリーニング試験を実施し

た検体の業者と重複した。
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平成15年 6月、 11~12月の 2期にわたり検体を受け

た。

2)試験方法

試験方法はJAS分析試験ハンドブック「遺伝子組

換え食品検杏・分析マニュアル」へ厚生労働省通知

「組換え DNA技術応用食品の検査方法について」いい

に準拠した。

(1) 試薬

用いた試薬は、特級イソプロピルアルコール、特

級エタノール（以上fl1光純薬）、 DNA抽出キット

DNeasy Plant ivlaxi kit、 ProteinaseK、RNase

（以上QIAGEN)、'I,aq?vianTM Universal PCR 

Master Mix (Applied Biosystems)、内在性逍伝

.:-f Lel用プライマー・プロープ、組換え辿伝子 RRS

用プライマー・プロープ、ダイズ用標準フ゜ラスミド

セット（以1-:.NIPPON GENE)であふ水は超純

水をオートクレープ処理したものを使用した。また

TE緩衝液を謁製し、オートクレープ処理して使用

した。

(2) 検体の前処理と DNA溶液の調製

検体を粉砕器で粉砕して均ーにした後、 DNA抽

出キット DNeasyPlant Maxi kitで DNAを抽出

した。抽lliして得た DNA原液を滅菌水で希釈し、

260nm、280nmの各吸光度を測定した。 280nmに

対する 260nmの吸光度の比 (A260/A280) から

DNAの純度を求め、 PCRに使用できる質である

ことを確認した。 260nmの吸光度から DNA浪度

を求め、 20ng/μ Lに調製し、 PCRの鋳型として

用いた。調製した DNA溶液は PCRに用いるまで

は、ー20℃で保存した。

(3) PCR条件と混入率の卯出

PCR反応液は 1反応当たり、 TaqManTMUniversal 

PCR :tv1aster ?vlix 12.5 μ Lを加え、その他の試艇

は各終浪度（プライマー0.5μmol/L、プロープ0.2

μ mol/L、鋳咽 DNA2ng/ μL) になるように混

合して全fit25μLとし、リアルタイム定址 PCRを

行った。

反応条件は50℃で 2分1hl反応後、 95℃で10分1hli呆

持した。次いで95℃30秒、 59℃ 1分1,hlを 1サイクル

として40サイクルの増幅反応を行った。装置は ABI

PRIS:tv1 7000 (Applied Biosystems)を用いた。

反応終―（後、 Lel及び RRSのコピー数を求め、

そのコピー数を検査法にボされている計算式に代人

し、混入率（％）を算出した。

定量限弄は0.1％であった。 0.1％未満の場合を定

ht限界以下とし、 RRSの増幅曲線がfりられない場

合を不検出とした。また混人率は、少数点第 2位を



四捨五入した。

m 結果および考察

1.豆腐類の定性 PCR法によるスクリーニング試験

はじめに、豆腐類の遺伝子組換え体の含有状況を知る

ため、定性 PCR法により RRSの有無を調査した。

逍伝子組換え体の有無を把握するためには、 DNAの

分解が少ない未加工のサンプルで調べるのが望ましい。

しかし定散分析には適さないものの、定性分析で DNA

の検出が可能な品目に、豆腐類、煮豆、大豆缶詰、大豆

粉等があり~),.))、今回、状況を知る上では豆腐類を用い

ても差し支えないと判断した。

豆腐類の RRSの検知結果を表 1に示した。豆腐類48

検体中42検体から RRSが検知され、検知率は87.5％で

あった。この結果から、 RRSを含む豆腐類が流通して

いること、輸入大豆を原料とした製品が多いことが示唆

された。

また遺伝子組換え食品の表示は、JAS法と食品衛生

法により定められており 10).11)、この両法の表示方法によ

ると、本検体の表示は48検体すべて任意表示に該当した。

分別された迫伝子組換え作物や組換え・非組換えが不

分別の作物を原材料とした食品には「逍伝子組換え」

「遺伝子組換え不分別」の表示が義務づけられている。

分別された非辿伝子組換え作物を原材料とした食品は、

「辿伝子組換えでない」と任意での表示ができる（図）。

分別された逍伝子組換え作物と非迫伝子組換え作物は、

生産・流通の各段階で、組換え・非組換え品種が互いに

混入することを防ぎ、その状況を書類等で証明する管理

方法である分別生産流通管理 (IdentityPreserved 

Handling:以下 IPハンドリングと略す）を受けていな

ければならない叫

生産国の生産・流通実態から、適切に IPハンドリン

グが行われた非迫伝子組換え作物であっても、追伝子牽11

換え作物の意図しない混入の可能性は否定できないのが

実状である。日本では、その混入の許容範囲の上限を

「混入率 5%」と設定している。混入率 5％以下におい

表 1 豆腐類の定性 PCR法によるスクリーニング試験

品 目 検体数 陽性 陰性

もめん豆腐 33(4) 29(2) 4 (2) 

絹ごし豆腐 4 4 

゜充填豆腐 1 1 

゜寄せ豆腐 2 (1) 1 (0) 1 (1) 

油揚げ類 1 1 

゜豆腐カステラ 6 5 1 

おから 1 1 

゜計 48(5) 42(2) 6 (3) 

＊ （ ）内は「l:lli産大豆100％という趣旨の表示のあったもの
の検体数

図遺伝子組換え食品の表示制度の概要

1.従来のものと組成、栄競価が同等のもの

（除草剤耐性大豆、害虫抵抗性とうもろこし等）

◆農産物及びこれを原材料とする加工食品であり、加i
工後も組み換えられた DNAまたはこれによって生；
じたタンパク質が残存するもの（豆腐類、コーンス＇
ターチ等）

① IPハンドリングが行われた迫伝子組換え作物を原
材料とする場合

義務表示例：大豆（遺伝子租換え）

②遺伝子組換え作物と非遺伝子組換え作物が分別され
ていないものを原材料とする場合

義務表示 例：大豆（遺伝子組換え不分別）

③ IPハンドリングが行われた非迫伝子組換え作物を；
原材料とする場合
任意表示例：大豆（退伝子組換えでない） ： 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••······ 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

i ◆組み換えられた DNA及びこれらによって生じたタ
： ンパク質が、加工後に残存しない加工食品
i （大豆油、醤油、コーン油、異性化液糖等）

； 任意表示例：大豆（遥伝子祖換えでない）

； 大豆（遺伝子組換え不分別）
···•·••············································································"・・・・・...・・・・

2. 従来のものと組成、栄獲価が著しく巽なるもの

（高オレイン酸大豆）

義務表示 例：大豆（オレイン酸遺伝子組換え）

て任意表示となるが、適切に IPハンドリングが行われ

ていなかったり、混入が故意にあったりした場合は、不

分別の扱いとなる。

したがって、この定性 PCR法によるスクリーニング

試験からは混入率がわからないので、 48検体の表示が適

切か否かはこの時点での判断はできない。今回の結果で

は、検体の約 9割で遺伝子組換え体が検知されたことか

ら、生産・流通全段階においての原料大豆の取り扱い等

では、完全な IPハンドリングの実施の徹底が困難であ

ることが推察された。

陽性だった検体のうち、 2検体に「国産大豆100％使

用」という主旨の表示がされていた。現在国内では組換

え品種は生産されていないため、国産作物は IPハンド

リングの対象にはならない。ただし、原料大豆の流通過

程において輸入品も取り扱う業者が加わる場合は、その

業者から後の流通段階で、 IPハンドリングが必要とな

る。したがって、「国産大豆100％使用」の検体が陽性で

あっても、混入率、 IPハンドリング証明書を確認しな

ければ、表示が適切か否かは判断できない。

このスクリーニング試験結果の段階で、「国産大豆100

％使用」の検体から組換え体が検出された理由を推察し

てみると、①流通および加工の段階で、故意または不注

意で組換え大豆や不分別大豆が混人していたこと、②混

入率 5％以下の意図しない混入であったこと、③国産・

輸入大豆の両方を取り扱っている場合、同じ製造ライン

を使用したため混入してしまったことが挙げられる。
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③の同一製造ラインの併用からの混入については、平

成14年度の農林水産省の調査において、「有機」とうたっ

た豆腐・納豆製品から遺伝子組換え体が検出された問題

で、製造ラインの併用で残留物が混入したことが原因と

なった事例がある冗

このような結果から、意図しない混人であっても、そ

の混入割合を少なくするために、流通過程に加えて製造

過程においても、より厳しい管理が求められてきている

ことが示唆された。また、遺伝子組換え食品の流通状況

や表示内容を調ぺたりする上で、混人率、 IPハンドリ

ング証明書に加えて、製造工程の調査も重要であると考

えられた。

その後の県の調査により、「国産大豆100％使用」の検

体が陽性となった原因は、輸入大豆と同じラインで製造

したためであり、国産大豆への混入が原因ではないこと

が確認された。また IPハンドリングや表示も適正であ

ることも確認された。

2. 大豆穀粒の定呈 PCR試験による RRS混入率の算出

スクリーニング試験の結果から RRSの存在が示唆さ

れたので、今度は未加工である大豆穀粒の段階における

遺伝子組換え体の検知状況を把握するために、混入率を

調査した。試料の大豆穀粒は、豆腐製造業者から提供を

受けた38検体で、輸入品が36検体、国産品が 2検体であっ

た。

検査の結果、算出された混入率を表 2に示す。混入率

が算出できたのは26検体、定量限界以下は 6検体、不検

出は 6検体であった（表 3)。混入率の範囲は0.1~1.1

％であり、平均値は0.38%(26検体分）であった。 38検

体について、すべて RRSの含有量が 5％以下であった

ことから、適切に IPハンドリングが行われていたもの

と推察された。また、不検出の 6検体のうち、国産品 2

表 2 原料大豆の混入率（1)

混入率 検体No.
<0.1% 20 
<0.1% 21 
0.4% 22 
<0.1% 23 
0.7% 24 
0.5% 25 
0.6% 26 
0.6% 27 
0.3% 28 
0.3% 29 
0.1% 30 
0.1% 31 
0.4% 32 
0.4% 33 
0.1% 34 
0.3% 35 
0.1% 36 
ND 37 
ND 38 

項目

表 3 原料大豆の混入率(2)

混入率
範囲 平均

検体数

1％以上 1 

0.5％以上 1％未満 8 0.1-1.1% 0.38% 

0.5％未満 17 
..............・・.................・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

定拭限界以下 6 
不検出 6 

計 38

n-z
 

体
＿
ー

2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9

検

J
’
r
 

,' 検

彗
N
D
“
N
D
N
D

塁
塁
闊
塁
塁
誓
晶
竺

混

v
o
o
o
o
o
o
o
o
o
v
O
L
V
O
Dz
 

検体が含まれたが、現在国内では遺伝子組換え大豆は生

産されておらず、この事実を支持するものであると考え

られた。

実際、県で行った大豆の流通ルートや製造施設、記録・

書類等の調査の結果、すべての事業所において IPハン

ドリングに関する問題はなかった。また、これらの事業

所の製品の表示は任意表示に該当しており、この調査で

適正な表示であることが確認できた。

日本の「意図せざる混入率 5%」は、混入率を設定し

ている他国 (EU、ロシア： 0.9%、韓国： 3 ％等）に比

べて、比較的高い値である 11)。本結果の RRS混入率は

0.1~1.1％で、 2％以下の範囲である。他の調査でもサ

ンプリング方法は異なるものの、分別された非遺伝子組

換え大豆の場合の混入率は同様の傾向であり 16)、 5％に

近い値はみられない。このことから、日本と各国の諸事

情や各流通段階での輸送規模等を考慮にいれる必要があ

るが、混入率の値を 5％よりも低く設定し、維持管理す

ることは不可能ではないと思われる。

今回は表示との関連も調査するために製造業者段階か

らの大豆穀粒を調査した。製品の品質を維持するため、

原料の品種を変えたり、配合比率を調整したり等の業者

側の事情や検査自体の効率性を考慮すると、問屋等の上

流の段階における混人率を求めることも、遺伝子組換え

食品の流通実態の把握に寄与すると考えられた。このこ

とは末端の混入率の推測にも有用な手がかりになると思

われる。

追伝子組換え食品の検査は、 IPハンドリング証明書

の確認と混入率算出が大きな枠組であるが、実際に本識

査を実施してみて、作物毎の輸入形態や流通形態、また

どのような商品になるのか等の情報も、遺伝子組換え体

の検知状況を知る上で重要であった。

科学技術の発展や国際化の進展で食生活をとりまく環

境が大きく変化する中、ここ数年、 BSE問題や輸入野

菜の残留牒薬問題等が相次いで発生し、食品の安全性に

対する消費者の関心は非常に高まっている。国において

も、食品安全基本法を平成15年に制定し、食品の安全性

の確保に関する施策を総合的に推進することを掲げてい

る。このような背景をふまえて、本調査の結果が、消費
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者にとって、食品の安全性に関する理解を深めたり、知

識を広げるための一助になれば幸いである。

IV まとめ

1.豆腐類でのスクリーニング試験の結果、 48検体中42

検体から RRSが検知され、検知率は87.5％であった。

この結果から、 RRSを含む豆腐類が流通しているこ

と、輸入大豆を原料とした製品が多いことが示唆され

た。

2.秋田県内の豆腐業者から集めた大豆穀粒38検体（輸

入品が36検体、国産品が 2検体）について、遺伝子組

換え大豆の混入率を求めた。結果、混入率5％を超え

る検体は無かった。

3. 県による大豆の流通ルートの確認や製造施設への間

き取り、 IPハンドリング状況の調査から、検査対象

となったすべての事業所で IPハンドリングが適切に

行われていた。また製品の原材料に関する表示につい

ても適切であることが確認された。
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